
 

岡労発基 1127 第５号 

令和７年 11 月 27 日 

 

関 係 団 体 の 長  殿 

 

岡 山 労 働 局 長 

                          （公印省略） 

  

労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について 

 

平素から労働災害の防止、働き方改革など労働行政施策の推進に御理解、御協力

を賜り、厚く御礼申し上げます。 

標記につきまして、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」（令和７年厚生労

働省令第 113号。以下「改正省令」という。）及び「労働安全衛生規則第 594条の

２第１項の規定の基づき皮膚若しくは眼に障害をあたえるおそれ又は皮膚から吸

収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかな

物として厚生労働大臣が定めるもの」（令和７年厚生労働省告示第 301号、以下「皮

膚等障害告示」という。）が令和７年 11月 18日に公布及び告示され、令和８年１

月１日から施行又は適用されるとの通知が、別添の令和７年 11月 18日付け基発

1118第１号によりありましたので、貴団体におかれましてもご承知いただくとと

もに、傘下会員、関係事業場等に対する周知等に御協力を賜りますようお願い申し

上げます。 

 











○
厚
生
労
働
省
令
第
百
十
三
号 

及
び
第
百
条
第
一
項
の
規
定
に
基

労

働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

 

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日 

厚
生
労
働
大
臣 

上
野
賢
一
郎 

労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 

次
の
表
の
よ
う
に
改
正

 

 



 

は

 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
第
五
百
七
十
七
条
の
二
の
二 

が
ん
原
性
物
質
を
製
造

又
は
取
り
扱
う
事

業
者

事
業
を
廃
止

原
性
物
質
関
係
記
録

二
十
四
号
の
三

に
次
の
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象

物
健
康
診
断
個
人
票
及
び
記
録
又
は
こ
れ
ら
の
写
し
を
添

所
轄
労
働

基
準
監
督
署
長
に
提
出

 

一 

前
条
第
五
項
の
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト

リ 

ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
が
が
ん
原
性
物
質
で
あ
る
場
合
に
限

 

二 

前
条
第
十
一
項
第
二
号

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
対
象
物
が
が
ん
原
性 

物
質
で
あ
る
場
合
に
限

及
び
同
項
第
三
号
の
記
録 

 

第
五
百
九
十
四
条
の
二 

事
業
者

化
学
物
質
又
は
化
学
物
質
を
含
有
す
る

し
く
は
眼
に
障
害
を
与
え
る
お
そ
れ
又
は
皮
膚
か
ら
吸
収
さ

若
し
く
は
皮
膚
に
侵
入

健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
な
物
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
に
限

を
製
造

又
は
取
り
扱
う
業
務

び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
よ
り
労
働
者
に
保
護
具
を
使
用
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
業
務
及
び
皮
膚
等
障
害
化
学
物
質
等
を
密
閉
し
て
製

造

又
は
取
り
扱
う
業
務
を
除

労
働
者
を
従
事
さ
せ
る
と
き
は

の

は
保
護
眼
鏡
等
適
切
な
保
護

具
を
使
用

 

２ 
 

 

         

第
五
百
九
十
四
条
の
二 

事
業
者

化
学
物
質
又
は
化
学
物
質
を
含
有
す
る

皮
膚
若
し
く
は
眼
に
障
害
を
与
え
る
お
そ
れ
又
は
皮
膚
か
ら
吸
収
さ

若
し
く
は
皮
膚
に
侵
入

健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ

と
が
明
ら
か
な
も
の
に
限

と
い
う

を
製
造

又
は
取
り
扱
う

び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
の
規

定
に
よ
り
労
働
者
に
保
護
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
業
務
及
び
皮

膚
等
障
害
化
学
物
質
等
を
密
閉
し
て
製
造

又
は
取
り
扱
う
業
務
を
除
く

労
働
者
を
従
事

不
浸
透
性
の

は
保
護
眼
鏡
等
適
切
な
保
護
具
を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

 

２ 
 

 
 



 

 

様
式
第
二
十
四
号
の
二
の
次
に
次
の
様
式
を
加



 様
式

第
2
4
号

の
3
(
第

5
7
7
条

の
2
の

2
関

係
)
 

 

が
ん

原
性

物
質

関
係

記
録

等
報

告
書

 

事
業

の
種

類
 
 

事
業

場
の

名
称

 
 

事
業

場
の

所
在

地
 
 

電
話

 
 

 
 
(
 

 
 

 
)
 

 
 

 
 

製
造

し
、

又
は

取

り
扱

っ
た

が
ん

原

性
物

質
の

名
称

 

 

 
年

 
 

月
 

 
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

事
業

者
職

氏
名

 

労
働

基
準

監
督

署
長

 
殿

 

 
備

考
 

 
 

1
 
 

「
事

業
の

種
類

」
の

欄
は

日
本

標
準

産
業

分
類

の
中

分
類

に
よ

り
記

入
す

る
こ

と
。

 

 
 

2
 
 

こ
の

報
告

書
に

記
載

し
き

れ
な

い
事

項
に

つ
い

て
は

別
紙

に
記

載
し

て
添

付
す

る
こ

と
。

 



 

附 

則 
こ
の
省
令

令
和
八
年
一
年
一
日
か
ら
施
行

 



1 
 

○
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
一
号 

九
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基

労
働

安
全
衛
生
規
則
第
五
百
九
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
皮
膚
若
し
く
は
眼
に
障
害
を
与
え
る
お
そ
れ
又
は
皮
膚
か
ら

吸
収

若
し
く
は
皮
膚
に
侵
入

健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
物
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
も
の
を
次
の
よ
う
に
定

令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す

 

令
和
七
年
十
一
月
十
八
日 

厚
生
労
働
大
臣 

上
野
賢
一
郎 

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
五
百
九
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
皮
膚
若
し
く
は
眼
に
障
害
を
与
え
る
お
そ
れ
又

は
皮
膚
か
ら
吸
収

若
し
く
は
皮
膚
に
侵
入

健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
物
と

し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の 

 

労
働
安
全
衛
生
規
則
第
五
百
九
十
四
条
の
二
第
一
項
の
皮
膚
若
し
く
は
眼
に
障
害
を
与
え
る
お
そ
れ
又
は
皮
膚
か
ら
吸
収
さ

若
し
く
は
皮
膚
に
侵
入

健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
物
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め

る
も
の

次

 



2 
 

一 

皮
膚
又
は
眼
に
障
害
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
化
学
物
質

一
・
三―

プ
ロ
パ
ン
ス
ル
ト
ン

労

働
安
全
衛
生
法
施
行
令

昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号

第
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
物

に
規
定
す
る
石
綿
等

以
下
同

を
除

令
別
表
第
三
に
掲

げ
る

第
四
第
六
号
に
規
定
す
る
鉛
化
合
物
及
び
令
別
表
第
五
第
一
号
に
規
定
す
る
四
ア
ル
キ
ル
鉛
以
外
の
物
に

限
る

で

次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当
す
る
も
の 

イ 

に
基
づ
く
日
本
産
業
規
格
Ｚ

Ｇ
Ｈ
Ｓ
に
基
づ
く

化
学
品
の

の
附
属
書
Ｂ
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
国
が
行
う
化
学
物
質
の
有
害
性
の
分
類
の

性
／
刺
激
性

眼
に
対
す
る
重
篤
な
損
傷
性
／
眼
刺
激
性
又
は
呼
吸
器
感
作
性
又
は
皮
膚
感
作
性
の
い
ず
れ
か
の
区
分
が

区
分
一
に
該
当
す
る
物

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
当
該
区
分
に
該
当
す
る
と
分
類
さ
れ

た
も
の 

ロ 

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

皮
膚
腐
食
性
／
刺
激
性

眼
に
対
す
る
重
篤
な
損
傷
性
／
眼
刺
激
性
又
は
呼
吸
器
感
作
性
又
は
皮
膚
感
作
性
の
い
ず
れ
か

の
区
分
が
区
分
一
に
該
当
す
る
旨
が
示
さ
れ
た
も
の 



3 
 

二 

皮
膚
か
ら
吸
収

又
は
皮
膚
に
侵
入

健
康
障
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
化
学
物
質

一
・
三―

令
第
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

を
除

令
別
表
第
三
に
掲
げ

る

に
規
定
す
る
鉛
化
合
物
及
び
令
別
表
第
五
第
一
号
に
規
定
す
る
四
ア
ル
キ
ル
鉛
以
外
の
物
に
限

る

厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
長
が
定
め
る
も
の 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
物
を
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の

第
一
号
に
掲
げ
る
物
の
含
有
量
が
一
重
量

以
上
で
あ

る
も
の
又
は
前
号
に
掲
げ
る
物
の
含
有
量
が
厚
生
労
働
省
労
働
基
準
局
長
の
定
め
る
基
準
以
上
で
あ
る
も
の
に
限
る

 

  


